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１ 被害者参加制度の概要
平成１９年に法律が改正され、平成２０年１２月１日から、「被害者参加制度」が施行され、殺

人、自動車運転過失致死傷など（注）の被害者の方やそのご遺族の方等（以下「被害者の方等」
といいます。）から申出がなされ、裁判所が許可したときには、被害者の方等は、「被害者参
加人」として、刑事裁判の公判期日に出席することができるようになりました。
また、「被害者参加人」は、被告人質問、情状に関する事項に関して証人尋問を行うこと

や、事実又は法律の適用についての意見を述べることもできるようになりました。

（注）被害者参加制度の対象となる事件は、法律上、①故意の犯罪行為によって人を死傷
させた罪、②強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、③業務上過失致死
傷、自動車運転過失致死傷、逮捕及び監禁、未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取
及び誘拐等、④上記②、③のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪
（例えば、強姦致傷等）、⑤上記①ないし④の罪の未遂罪とされている（刑事訴訟法
３１６条の３３）。

２ 被害者参加制度の運用状況
⑴ 被害者参加の申出及び許可決定
「被害者参加制度」がスタートして、昨年１１月末で１年が経過しましたが、被害者の方
等からの申出がなされた件数は、５５２件９２６名に上っています。被害者参加の申出がなされ
た罪名別の内訳は表１のとおりであり、被害者参加申出をした人員の内訳は表２のとおり
です。また、被害者参加許可決定がなされたのは、５２２件８５０名です。
被害者参加人は、被告人質問等の行為を弁護士に委託することができますが、資力の乏

しい方でも弁護士の援助を受けることができるよう、裁判所が被害者参加弁護士を選定
し、国がその費用を負担する「被害者参加人のための国選弁護制度」も同時にスタートし
ており、日本司法支援センターを通じて、同期間内に国選被害者参加弁護士の選定請求を
された方は、１５３件１７７名です。
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刑事裁判の手続

○公判期日の出席することができる。
○被告事件についての刑訴法上の検察官の権限の行使に関し、意見を述べ、説
明を受けることができる。
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罪名 件数

自動車運転過失致死傷 ２６５件
（２１件）

強姦、強制わいせつ等 ８５件
（５０件）

殺人、殺人未遂 ６５件
（３５件）

傷害 ５６件
（２６件）

強盗殺人、強盗致死 ２８件
（７件）

傷害致死 １９件
（７件）

業務上過失致死傷 １７件
（１件）

危険運転致死傷 １０件
（０件）

誘拐、逮捕・監禁等 ４件
（４件）

重過失致死傷 ３件
（２件）

本人 １７５名

配偶者 ８９名

直系親族（父母） ２３７名

直系親族（子） １４６名

直系親族（その他） ２５名

兄弟姉妹 ６４名

法定代理人 １５名

委託を受けた弁護士 １７５名

表１ 主な罪名別被害者参加申出件数の内訳 表２ 被害者参加申出人員の内訳

（ ）内の数字は、国選被害者参加弁護士の選
定請求件数である。

⑵ 公判期日への出席、証人尋問・被告人質問、事実又は法律の適用に関する意見陳述につ
いて
従来から、被害者の方等には、優先的に傍聴席が確保されるように配慮されていました

が、被害者参加人は、傍聴席からではなく、法廷内に座り、正に「事件の当事者」として、
刑事裁判の公判期日に出席することができるようになりました。
また、被害者参加人は、例えば、被告人やその親族による示談や謝罪の状況といった、

いわゆる一般情状に関する事柄について証人を自ら尋問することが認められています。
さらに、被害者参加人は、自ら法廷で、被告人に質問することができますし、事実又は

法律適用に関する意見を述べることができます。法律適用に関する意見の中には、例え

犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要
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裁判の公判期日への出席 ４１０件６５７名

証人尋問 ８０件１０５名

被告人質問 ２６６件３２９名

事実又は法律の適用に関する意見陳述 ２２６件２８２名

表３ 被害者参加人による公判期日への出席件数等

ば、被告人を懲役○年にしてもらいたいといった量刑に関する意見も含まれています。
「被害者参加制度」がスタートして１年が経過した時点において、被害者参加人がこれ

らの行為を行った件数等は表３のとおりです。

３ 今後の運用について
被害者の方等で、「被害者参加制度」を利用するか、その判断に迷われている場合など、

お気軽に検察官にご相談ください。


